
 網  ⾛  市  健  康  ポ  イ  ン  ト  事  業 

 業  務  委  託  公  募  型  プ  ロ  ポー  ザ  ル  実  施  要  領 

 令  和  7  年  4  ⽉ 

 網  ⾛  市  健  康  福  祉  部  健  康  推  進  課 



 1.  趣  旨 

    網  ⾛  市  で  は、  健  康  的  な  ⽣  活  習  慣  の  定  着  や  ⾃  ⼰  の  健  康  管  理  を  推  進  す  る  こ  と  で、  市  ⺠  が  ⾃  ら  主 

 体  的  に  健  康  づ  く  り  に  取  り  組  み、  ⼼  豊  か  に  安  ⼼  し  て  暮  ら  せ  る  ま  ち  づ  く  り  を  ⽬  指  す  こ  と  を  ⽬  的  に 

 平  成  ２  ８  年  度  よ  り  「あ  ば  し  り  健  康  マ  イ  レー  ジ  事  業」  を  実  施  し  て  き  た。  具  体  的  に  は、  各  種  健 

 （検）  診  や  様々  な  健  康  づ  く  り  に  関  連  す  る  事  業  に  参  加  す  る  市  ⺠  に  対  し、  ポ  イ  ン  ト  を  付  与  し、  そ 

 の  ポ  イ  ン  ト  に  応  じ  て  商  品  と  交  換  す  る  も  の  で  あ  る。 

    本  事  業  は、  こ  れ  ま  で  紙  媒  体  で  実  施  し  て  き  た  「あ  ば  し  り  健  康  マ  イ  レー  ジ  事  業」  に  つ  い  て  ス 

 マー  ト  フォ  ン  ア  プ  リ  を  活  ⽤  し  て  デ  ジ  タ  ル  化  し、  そ  れ  に  よ  り、  こ  れ  ま  で  ⽐  較  的  ⾼  齢  層  に  偏っ  て 

 い  た  事  業  参  加  者  の  拡  ⼤  を  図  り、  広  範  な  市  ⺠  の  健  康  づ  く  り‧  健  康  管  理  へ  の  機  運  を  醸  成  す  る  と  と 

 も  に  具  体  的  な  ⾏  動  変  容‧  持  続  的  な  健  康  増  進  活  動  へ  促  す  こ  と  を  ⽬  標  と  す  る  も  の  で  あ  る。 

    以  上  を  踏  ま  え、  網  ⾛  市  健  康  ポ  イ  ン  ト  事  業  を  実  施  す  る  事  業  者  を  選  定  す  べ  く、  本  実  施  要  領  に  基 

 づ  き  提  案  を  募  集  す  る。 

 ２.  業  務  概  要 

 （１）  業  務  名 

 網  ⾛  市  健  康  ポ  イ  ン  ト  事  業 

 （２）  業  務  内  容 

 「網  ⾛  市  健  康  ポ  イ  ン  ト  事  業  業  務  委  託  仕  様  書」  の  と  お  り 

 （３）  履  ⾏  期  間 

 契  約  ⽇  か  ら  令  和  ８  年  ３  ⽉  ３  １  ⽇  ま  で 

 （４）  契  約  限  度  額 

 1,400,000  円  (税  込) 

 ※  こ  の  ⾦  額  は  事  業  の  規  模  を  ⽰  す  も  の  で  あ  り、  契  約  時  の  予  定  額  を  ⽰  す  も  の  で  は  あ  り  ま  せ  ん。  ま 

 た、  提  案  ⾒  積  ⾦  額  は  こ  の  上  限  を  超  え  て  は  な  ら  な  い。 
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 （５）  担  当  窓  ⼝ 

 網  ⾛  市  健  康  福  祉  部  健  康  推  進  課  担  当:  元  村  （モ  ト  ム  ラ） 

 〒  093-8555  北  海  道  網  ⾛  市  南  5  条  東  1  丁  ⽬  10  番  地 

 電  話  :0152-43-8450  （直  通） 

 E-mail:ZUSR-KF-KENKO-EISEI  ＠  city.abashiri.hokkaido.jp 

 ３.  実  施  の  公  告 

 （１）  公  告  ⽅  法    

 網  ⾛  市  公  式  ウェ  ブ  サ  イ  ト  お  よ  び  網  ⾛  市  役  所  掲  ⽰  板 

 （ウェ  ブ  サ  イ  ト  URL:https://www.city.abashiri.hokkaido.jp/  /soshiki/11/15147.html  ） 

 （２）  公  告  年  ⽉  ⽇ 

 令  和  ７  年  ４  ⽉  ７  ⽇  （⽉） 

 ４.  参  加  資  格 

 本  プ  ロ  ポー  ザ  ル  に  参  加  で  き  る  も  の  は、  次  に  掲  げ  る  要  件  を  全  て  満  た  す  も  の  と  す  る。 

 （１）  地  ⽅  ⾃  治  法  施  ⾏  令  (昭  和  22  年  政  令  第  16  号)  第  167  条  の  4  第  1  項  に  規  定  す  る  ⼊  札  制  限  に  該  当 

 し  な  い  こ  と。 

 （２）  国  税  お  よ  び  地  ⽅  税  を  滞  納  し  て  い  な  い  も  の  で  あ  る  こ  と 

 （３）  網  ⾛  市  契  約  に  関  す  る  規  則  第  44  条  第  1  項  の  規  定  に  該  当  し  な  い  こ  と 

 （４）  網  ⾛  市  暴  ⼒  団  の  排  除  の  推  進  に  関  す  る  条  例  （平  性  27  年  条  例  第  2  号）  第  2  条  第  2  号  に  規  定  す 

 る  暴  ⼒  団  員  等  ま  た  は  同  条  第  3  号  に  規  定  す  る  暴  ⼒  団  関  係  事  業  者  で  は  な  い  こ  と。 

 （５）  私  的  独  占  の  禁  ⽌  お  よ  び  公  正  取  引  の  確  保  に  関  す  る  法  律  （昭  和  22  年  法  律  第  54  号）  に  抵  触 

 す  る  ⾏  為  を  ⾏っ  て  い  な  い  者  で  あ  る  こ  と。 

 （６）  会  社  更  ⽣  法  (平  成  14  年  法  律  第  154  号)  に  基  づ  く  更  ⽣  ⼿  続  開  始  の  申  ⽴  て  が  な  さ  れ  て  い  る  者 

 ⼜  は  ⺠  事  再  ⽣  法  (平  成  11  年  法  律  第  225  号)  に  基  づ  く  再  ⽣  ⼿  続  開  始  の  申  ⽴  て  が  な  さ  れ  て  い  る  者  (会 

 社  更  正  法  の  更  ⽣  ⼿  続  開  始  の  決  定、  ⺠  事  再  ⽣  法  の  再  ⽣  ⼿  続  開  始  の  決  定  を  受  け  て  い  る  も  の  を  除 

 く。)  で  な  い  こ  と。 

 （７）  提  出  さ  れ  た  書  類  の  記  載  事  項  に  虚  偽  が  な  い  こ  と。 
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 （８）  本  事  業  を  円  滑  に  遂  ⾏  で  き  る  安  定  的  か  つ  健  全  な  財  務  能  ⼒  を  有  す  る  こ  と。 

 ５.  実  施  ス  ケ  ジュー  ル 

 ６.  公  募  型  プ  ロ  ポー  ザ  ル  ⽅  式  の  中  ⽌  等  に  つ  い  て 

    （  1  ）  緊  急  時  等  や  む  を  得  な  い  理  由  等  に  よ  り、  本  プ  ロ  ポー  ザ  ル  を  実  施  す  る  こ  と  が  で  き  な  い  と 

          認  め  ら  れ  る  場  合  は、  本  プ  ロ  ポー  ザ  ル  を  停  ⽌  し、  中  ⽌  し、  ⼜  は  取  り  消  す  こ  と  が  あ  る。 

 （  2  ）  参  加  表  明  書  の  提  出  状  況  に  よ  り、  実  施  ス  ケ  ジュー  ル  の  内  容  等  を  変  更  す  る  こ  と  が  あ  る。 

 （  3  ）  中  ⽌  等  の  お  知  ら  せ  は、  網  ⾛  市  公  式  ウェ  ブ  サ  イ  ト  に  掲  載  す  る。 

 （  4  ）  上  記  の  場  合  に  お  い  て  も、  本  プ  ロ  ポー  ザ  ル  に  要  し  た  費  ⽤  を  当  市  に  請  求  す  る  こ  と  は  で  き 

 な  い。 

      

 ７.  参  加  表  明  書  の  提  出  等 

    本  業  務  の  プ  ロ  ポー  ザ  ル  に  参  加  し  よ  う  と  す  る  者  は  次  の  と  お  り  提  出  書  類  お  よ  び  添  付  書  類  （以  下 

 「参  加  表  明  書  等」  と  い  う。）  を  提  出  し  な  け  れ  ば  な  ら  な  い。  な  お、  期  限  ま  で  に  参  加  表  明  書  等  を 
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 内  容  予  定  時  期 

 公  告  ⽇  令  和  7  年  4  ⽉  7  ⽇  （⽉） 

 参  加  表  明  書  の  提  出  令  和  7  年  4  ⽉  7  ⽇  （⽉）〜  4  ⽉  23  ⽇  （⽔） 

 質  問  書  受  付  令  和  7  年  4  ⽉  7  ⽇  （⽉）〜  4  ⽉  15  ⽇  （⽕） 

 質  問  書  回  答  令  和  7  年  4  ⽉  17  ⽇  （⽊） 

 資  格  要  件  通  知  令  和  7  年  4  ⽉  25  ⽇  （⾦） 

 企  画  提  案  書  等  の  提  出 

 令  和  7  年  4  ⽉  25  ⽇  （⾦）〜  令  和  7  年  5  ⽉  9  ⽇ 

 （⾦）  （必  着） 

 ヒ  ア  リ  ン  グ  審  査  令  和  7  年  5  ⽉  14  ⽇  （⽔） 

 選  定  結  果  の  通  知‧  公  表  令  和  7  年  5  ⽉  15  ⽇  （⽊） 

 契  約  締  結  令  和  7  年  5  ⽉  中  旬  （  5  ⽉  21  ⽇  （⽔）  予  定） 



 提  出  し  な  い  者  ま  た  は  参  加  資  格  要  件  に  該  当  し  な  い  と  認  め  ら  れ  た  者  は、  こ  の  プ  ロ  ポー  ザ  ル  に  参  加 

 す  る  こ  と  が  で  き  な  い。 

 （  1  ）  提  出  書  類  各  1  部 

 ①  参  加  表  明  書  （様  式  １） 

 ②  事  業  者  概  要  書  （様  式  2  ）  （所  定  の  記  載  事  項  が  確  認  で  き  れ  ば  任  意  様  式  で  も  可） 

 ③  業  務  実  績  概  要  書  （様  式  3  ） 

 （  2  ）  添  付  書  類  各  1  部 

 ①  登  記  事  項  証  明  書  （履  歴  事  項  全  部  証  明  書）  （原  本） 

 ②  消  費  税  お  よ  び  地  ⽅  消  費  税  に  つ  い  て  未  納  税  額  の  な  い  証  明  書  （原  本） 

 ③  納  税  証  明  書  （原  本） 

 ※  本  店  所  在  地  の  市  町  村  ⺠  税  （本  店  所  在  地  が  特  別  区  に  あ  る  場  合  は  都  税）  に  滞  納  が  な  い  こ  と  の  証 

    明  書  と  す  る。 

 ※  網  ⾛  市  に  納  税  義  務  の  な  い  場  合  は、  様  式  4  「網  ⾛  市  税  に  関  す  る  申  ⽴  書」  を  提  出  す  る  こ  と。 

 ④  直  近  ３ヶ  年  の  財  務  諸  表 

 ※①  〜  ③  ま  で  の  証  明  書  に  つ  い  て、  発  ⾏  後  ３ヶ  ⽉  以  内  の  も  の  に  限  る。 

 （  3  ）  参  加  表  明  書  等  の  提  出  ⽅  法 

 ①  提  出  期  限     令  和  ７  年  ４  ⽉  ２  ３  ⽇  （⽔）  午  後  5  時  ま  で 

 ②  提  出  ⽅  法     担  当  窓  ⼝  宛  て  に、  持  参  ⼜  は  郵  送  で  提  出  す  る  も  の  と  す  る。  郵  送  の  場  合  は  特  定  記 

 録、  簡  易  書  留、  書  留  の  い  ず  れ  か  に  よ  る  も  の  と  し、  提  出  期  限  必  着  と  す  る。 

 ８.  参  加  資  格  要  件  確  認  結  果  の  通  知 

 提  出  さ  れ  た  参  加  表  明  書  等  の  内  容  に  つ  い  て、  参  加  資  格  を  満  た  し  て  い  る  か  を  確  認  し、  そ  の  結  果  に 

 つ  い  て  令  和  ７  年  ４  ⽉  ２  ５  ⽇  （⾦）  午  後  ５  時  ま  で  に  次  に  掲  げ  る  事  項  を  記  載  し  た  確  認  結  果  通  知  を 

 電  ⼦  メー  ル  に  て  提  出  者  宛  て  に  通  知  す  る。 

 （１）  参  加  資  格  を  有  す  る  と  認  め  た  者  に  あっ  て  は、  参  加  資  格  が  あ  る  旨  お  よ  び  企  画  提  案  書  の  提  出 

 を  要  請  す  る  旨 
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 （２）  参  加  資  格  を  有  し  な  い  と  認  め  た  も  の  に  あっ  て  は、  参  加  資  格  が  な  い  旨、  そ  の  理  由、  所  定  の 

 期  限  ま  で  に  そ  の  理  由  に  つ  い  て  説  明  を  求  め  る  こ  と  が  で  き  る  旨  お  よ  び  そ  の  ⽅  法  等 

 ９.  質  問  お  よ  び  回  答 

 本  業  務  お  よ  び  プ  ロ  ポー  ザ  ル  に  つ  い  て  質  問  が  あ  る  場  合  は  次  の  と  お  り  と  す  る。 

 （１）  受  付  期  間     令  和  ７  年  ４  ⽉  ７  ⽇  （⽉）〜  ４  ⽉  １  ５  ⽇  （⽕）  午  後  ５  時 

 （２）  質  問  は  所  定  の  質  問  書  （様  式  ５）  を  電  ⼦  メー  ル  に  て  担  当  窓  ⼝  宛  て  に  提  出  し、  そ  の  後  電  話 

 に  て  担  当  窓  ⼝  へ  送  達  確  認  す  る  こ  と。 

 ※  質  問  書  を  提  出  後  の  送  達  確  認  の  電  話  連  絡  は  上  記  提  出  期  限  内  の  ⼟、  ⽇、  祝  ⽇  の  閉  庁  ⽇  を  除  く  午 

 前  ９  時  か  ら  午  後  ５  時  ま  で  と  す  る。 

 （３）  質  問  書  を  提  出  す  る  場  合  は  「網  ⾛  市  健  康  ポ  イ  ン  ト  業  務」  の  ⽂  ⾔  を  必  ず  メー  ル  件  名  の  冒  頭 

 に  い  れ  る  こ  と。 

 （４）  質  問  書  は  Word  ファ  イ  ル  に  て  提  出  す  る  こ  と。 

 （５）  質  問  書  に  関  す  る  回  答  は  令  和  ７  年  ４  ⽉  １  ７  ⽇  （⽊）  に  質  問  者  宛  て  に  電  ⼦  メー  ル  で  回  答  す 

 る  ほ  か  市  公  式  ウェ  ブ  サ  イ  ト  に  て  質  問  と  と  も  に  回  答  す  る。  こ  の  場  合、  質  問  者  の  事  業  所  名  や  ⽒  名 

 は  公  表  し  な  い  も  の  と  し、  ま  た  回  答  書  に  記  載  し  た  内  容  は  実  施  要  領  の  追  加  ま  た  は  修  正  と  し  て  取  り 

 扱  う  も  の  と  す  る。 

 １  ０.  選  定  ⽅  法  お  よ  び  提  出  書  類 

    参  加  資  格  が  認  め  ら  れ  た  参  加  者  を  対  象  に、  企  画  提  案  書  等  の  提  出  を  求  め  る  他、  企  画  提  案  内  容  の 

 プ  レ  ゼ  ン  テー  ショ  ン  お  よ  び  ヒ  ア  リ  ン  グ  審  査  （以  下  「ヒ  ア  リ  ン  グ  審  査  等」  と  い  う。）  を  実  施  す 

 る。 

 （１）  提  出  書  類 

 ①  業  務  実  施  体  制  表  （様  式  ６） 

 ②  緊  急  時  等  連  絡  フ  ロー  図  （様  式  ７） 

 ③  企  画  提  案  書  （様  式  ８  に  企  画  提  案  書  （任  意  様  式）  を  付  し  提  出  す  る  こ  と） 

 ④  ⾒  積  書  （様  式  ９） 

 ⑤  業  務  ⼯  程  計  画  表  （様  式  １  ０） 

 （２）  提  出  部  数     各  １  １  部  お  よ  び  PDF  デー  タ  ⼀  式 
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 （３）  提  出  期  限     令  和  ７  年  ５  ⽉  ９  ⽇  （⾦）  午  後  ５  時  必  着 

 （４）  提  出  ⽅  法     担  当  窓  ⼝  宛  て  に、  持  参  ま  た  は  郵  送  で  提  出  す  る  も  の  と  す  る。  郵  送  の  場  合  は  特 

 定  記  録、  簡  易  書  留、  書  留  の  い  ず  れ  か  に  よ  る  も  の  と  し、  提  出  期  限  必  着  と  す  る。  ま  た、  PDF  デー 

 タ  ⼀  式  に  つ  い  て  は  担  当  窓  ⼝  に  電  ⼦  メー  ル  等  に  て  送  付  す  る  こ  と。  な  お、  そ  の  際  送  達  確  認  を  す  る 

 こ  と。 

 （５）  提  出  上  の  注  意  事  項 

 ①  提  出  書  類  は  全  て  紙  媒  体  と  し、  ⽤  紙  サ  イ  ズ  は  A4  版  と  す  る  こ  と。  な  お、  企  画  提  案  書  内  の  図  ⾯ 

 等  必  要  に  応  じ  て  A3  ⽤  紙  （⽚  袖  折）  の  活  ⽤  を  認  め  る。 

 ②  企  画  提  案  内  容  の  補  完  の  た  め  に、  画  像  や  イ  ラ  ス  ト  等  を  ⽤  い  る  こ  と  を  可  と  す  る。  ま  た、  カ  ラー 

 印  刷  も  可  と  す  る。 

 ③  使  ⽤  す  る  ⽂  字  の  ⼤  き  さ  は  １  ０  ポ  イ  ン  ト  以  上  と  す  る。  ま  た  企  画  提  案  書  に  は  ペー  ジ  番  号  を  付  す 

 る  こ  と。 

 ④  提  出  後  の  記  載  内  容  の  変  更  お  よ  び  差  し  替  え  は  不  可  と  す  る。 

 ⑤  企  画  提  案  書  等  に  つ  い  て  は  後  述  す  る  ヒ  ア  リ  ン  グ  審  査  等  に  お  け  る  説  明  資  料  と  す  る。 

 （６）  提  出  書  類  の  取  り  扱  い 

 ①  提  出  さ  れ  た  書  類  は、  返  却  し  な  い。  ま  た  応  募  者  の  許  可  な  く  本  事  業  の  選  定  以  外  に  使  ⽤  し  な  い。 

 ②  提  出  さ  れ  た  書  類  は、  プ  ロ  ポー  ザ  ル  審  査  の  た  め  に  複  製  す  る  こ  と  が  あ  る。  ま  た、  市  が  必  要  と  認 

 め  た  場  合  は、  提  出  書  類  の  内  容  を  無  償  で  使  ⽤  で  き  る  も  の  と  す  る。 

 ③  提  出  内  容  に  含  ま  れ  る  特  許  権、  実  ⽤  新  案  権、  意  匠  権  お  よ  び  商  標  権  等、  ⽇  本  国  の  法  令  に  基  づ  い 

 て  保  護  さ  れ  る  第  三  者  の  権  利  の  対  象  と  なっ  て  い  る  ⽅  法  等  を  使  ⽤  す  る  こ  と  に  よ  り  ⽣  ず  る  責  任  は、 

 原  則  と  し  て  プ  ロ  ポー  ザ  ル  応  募  者  が  負  う  も  の  と  す  る。 

 ④  提  案  書  の  提  出  は  １  者  に  つ  き  １  案  と  す  る。 

 （７）  ヒ  ア  リ  ン  グ  審  査  等 

    ヒ  ア  リ  ン  グ  審  査  等  は  次  の  通  り  実  施  す  る。 

 ①  企  画  提  案  者  に  対  し、  ヒ  ア  リ  ン  グ  審  査  等  を  令  和  ７  年  ５  ⽉  １  ４  ⽇  （⽔）  に  実  施  す  る。 

 ②  ヒ  ア  リ  ン  グ  審  査  等  の  時  間、  会  場  お  よ  び  順  番  は  参  加  者  宛  て  に  別  途  通  知  す  る。 

 ③  出  席  者  は、  現  場  責  任  者  （予  定）  を  含  め  た  最  ⼤  ３  ⼈  ま  で  と  す  る。 

 ④  ヒ  ア  リ  ン  グ  は  １  社  ５  ０  分  （提  案  説  明  ３  ０  分、  質  疑  ２  ０  分）  と  し、  順  次  個  別  に  ⾏  う。 
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 ⑤  ヒ  ア  リ  ン  グ  審  査  等  で  は  パ  ソ  コ  ン  の  使  ⽤  を  可  能  と  す  る  が、  使  ⽤  す  る  パ  ソ  コ  ン  は  企  画  提  案  者  が 

 ⽤  意  し  ⾃  ら  操  作  す  る  こ  と。  な  お、  パ  ソ  コ  ン  の  設  置  準  備  時  間  は  持  ち  時  間  か  ら  除  く  （プ  ロ  ジェ  ク 

 ター  お  よ  び  ス  ク  リー  ン、  パ  ソ  コ  ン  と  接  続  す  る  HDMI  ケー  ブ  ル  は  市  が  ⽤  意  す  る）。 

 ⑥  ヒ  ア  リ  ン  グ  審  査  等  を  ⽋  席  し  た  場  合  は、  企  画  提  案  書  等  の  審  査、  評  価  お  よ  び  特  定  か  ら  除  く。 

 １  １.  参  加  の  辞  退 

    参  加  表  明  書  ま  た  は  企  画  提  案  書  の  提  出  後  に  本  プ  ロ  ポー  ザ  ル  へ  の  参  加  を  辞  退  し  た  い  場  合  は、  令 

 和  ７  年  ５  ⽉  １  ２  ⽇  （⽉）  ま  で  に、  辞  退  届  （任  意  様  式）  を  担  当  窓  ⼝  宛  て  に  持  参、  郵  送  ま  た  は  電 

 ⼦  メー  ル  で  送  付  す  る  こ  と。  郵  送  の  場  合  は  特  定  記  録、  簡  易  書  留、  書  留  の  い  ず  れ  か  に  よ  る  も  の  と 

 す  る。  ま  た、  電  ⼦  メー  ル  の  場  合  は  電  話  で  の  送  達  確  認  を  す  る  こ  と。 

 １  ２.  受  託  候  補  者  等  の  選  定、  通  知  お  よ  び  公  表 

 （１）  受  託  候  補  者  等  の  選  定  ⽅  法 

 網  ⾛  市  健  康  ポ  イ  ン  ト  事  業  審  査  委  員  会  （以  下  「審  査  委  員  会  と  い  う」）  に  お  い  て  応  募  書  類  と  と  も 

 に、  別  添  の  評  価  基  準  表  に  よ  り  審  査  し  た  結  果  を  も  と  に  受  託  候  補  者  と  次  点  者  を  選  定  す  る。  な  お、 

 審  査  は  ⾮  公  開  と  す  る。 

    審  査  の  総  合  得  点  が  最  も  ⾼  い  者  を  受  託  候  補  者  と  し  て  選  定  し、  最  ⾼  点  の  者  が  複  数  い  た  場  合  は、 

 ⾦  額  の  最  も  安  価  な  者  を  受  託  候  補  者  と  し  て  選  定  す  る。  た  だ  し、  各  選  定  委  員  の  評  価  点  の  合  計  得  点 

 が  満  点  の  ６  割  を  超  え  な  い  場  合  は、  受  託  候  補  者  と  し  て  選  定  し  な  い。  こ  の  と  き、  審  査  対  象  者  が  １ 

 社  の  場  合  で  も、  合  計  得  点  が  満  点  の  ６  割  を  超  え  る  場  合  は  受  託  候  補  者  と  し  て  選  定  す  る。 

 （２）  審  査  結  果  の  通  知 

    受  託  候  補  者  お  よ  び  次  点  者  を  選  定  し  た  結  果  は  令  和  ７  年  ５  ⽉  １  ５  ⽇  （⽊）  に  参  加  者  全  員  に  対  し 

 郵  送  に  よ  り  次  の  事  項  を  通  知  す  る。  な  お、  審  査  結  果  に  対  す  る  問  い  合  わ  せ  お  よ  び  異  議  申  し  ⽴  て  は 

 ⼀  切  受  け  付  け  な  い。 

 ①  受  託  候  補  者  お  よ  び  次  点  者 

 ②  評  価  点  数  （合  計  点  の  み） 

 ③  受  託  候  補  者  に  あっ  て  は、  今  後  の  契  約  ⼿  続  き  の  旨 

 （３）  審  査  結  果  の  公  表 
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    受  託  候  補  者  等  の  選  定  結  果  は、  網  ⾛  市  公  式  ウェ  ブ  サ  イ  ト  に  お  い  て  次  の  事  項  に  つ  い  て  公  表  す  る 

 も  の  と  す  る。 

 ①  受  託  候  補  者  等 

 （受  託  候  補  者  お  よ  び  次  点  者  の  み  公  表  し、  そ  れ  以  外  の  参  加  者  名  は  公  表  し  な  い） 

 ②  評  価  点  数  （応  募  者  が  ⼆  者  の  場  合  は  次  点  者  の  点  数  を  公  表  し  な  い） 

 ③  受  託  候  補  者  の  特  定  理  由 

 （４）  そ  の  他 

 ‧  審  査  委  員  会  の  各  審  査  委  員  名  お  よ  び  そ  の  採  点  結  果  は  公  表  し  な  い 

 １  ３.  契  約  に  関  す  る  基  本  事  項 

 （１）  契  約  の  締  結 

    原  則、  企  画  提  案  時  に  提  出  さ  れ  た  ⾒  積  書  を  もっ  て  随  意  契  約  と  す  る。  た  だ  し、  市  と  受  託  候  補  者 

 で  本  業  務  に  つ  い  て  協  議  し、  内  容  に  つ  い  て  合  意  の  上、  業  務  委  託  仕  様  書  を  再  作  成  す  る  場  合  は  そ  の 

 仕  様  書  に  基  づ  く  ⾒  積  書  を  徴  し、  随  意  契  約  の  ⽅  法  に  よ  る  契  約  を  締  結  す  る。 

    な  お、  特  別  の  理  由  が  な  く、  企  画  提  案  時  と  ⽐  較  し、  ⾒  積  額  が  著  し  く  異  な  る  等  不  誠  実  な  ⾏  為  が 

 あっ  た  と  き  は  失  格  と  す  る。  ま  た、  受  託  候  補  者  が  次  に  掲  げ  る  事  項  に  該  当  す  る  場  合  に  は、  次  点  者 

 と  協  議  し、  協  議  が  整っ  た  場  合  は、  次  点  者  と  契  約  を  締  結  す  る  こ  と  と  す  る。 

 ①  交  渉  が  不  調  と  なっ  た  場  合。 

 ②  地  ⽅  ⾃  治  法  施  ⾏  例  第  167  条  の  4  に  規  定  さ  れ  る  者  に  該  当  し  た  場  合。 

 ③  そ  の  他  の  理  由  に  よ  る  契  約  が  で  き  な  かっ  た  場  合。 

 （２）  再  委  託  等  の  禁  ⽌ 

 ①  本  委  託  業  務  の  全  部  を  ⼀  括  し  て  第  三  者  に  委  託  し  て  は  な  ら  な  い。 

 ②  本  業  務  の  ⼀  部  を  第  三  者  に  委  託  し  よ  う  と  す  る  と  き  は、  あ  ら  か  じ  め  発  注  者  の  承  諾  を  得  な  け  れ  ば 

 な  ら  な  い。 

 （３）  そ  の  他 

 委  託  契  約  の  締  結  に  あ  たっ  て  は、  地  ⽅  ⾃  治  法  や  網  ⾛  市  契  約  に  関  す  る  規  則  を  は  じ  め  と  す  る  諸  規  定 

 を  適  ⽤  す  る。 

 １  ４.  そ  の  他 
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 （１）  次  の  い  ず  れ  か  に  該  当  し  た  場  合  は  そ  の  者  を  失  格  と  す  る。 

 ①  提  出  期  限  ま  で  に  企  画  提  案  書  等  が  提  出  さ  れ  な  い  場  合。 

 ②  提  出  書  類  に  虚  偽  の  記  載  が  あっ  た  場  合。 

 ③  実  施  要  領  等  で  ⽰  さ  れ  た  提  出  場  所、  提  出  ⽅  法、  書  類  作  成  上  の  留  意  事  項  等  の  条  件  に  適  合  し  な  い 

 書  類  の  提  出  が  あっ  た  場  合。 

 ④  審  査  結  果  に  影  響  を  与  え  る  よ  う  な  不  誠  実  な  ⾏  為  が  あっ  た  場  合。 

 （２）  秘  密  の  保  持 

 ①  受  託  者  は、  業  務  上  知  り  得  た  秘  密‧  個  ⼈  情  報  を  業  務  以  外  の  ⽬  的  に  使  ⽤  し、  ⼜  は  委  託  者  の  事  前 

 の  承  諾  を  得  る  こ  と  な  く  第  三  者  に  開  ⽰  し  て  は  な  ら  な  い。 

 ②  受  託  者  は、  業  務  の  遂  ⾏  に  あ  た  り  個  ⼈  情  報  保  護  法  を  遵  守  し、  取  得  し  た  個  ⼈  情  報  の  取  扱  い  に  最 

 ⼤  限  の  注  意  を  払  う  こ  と。 

 ③  受  託  者  は、  本  業  務  を  実  施  す  る  上  で  知  り  得  た  個  ⼈  情  報  に  つ  い  て  は、  適  切  な  管  理  を  ⾏  う  こ  と。 

 （３）  本  プ  ロ  ポー  ザ  ル  に  お  い  て  使  ⽤  す  る  ⾔  語  お  よ  び  通  貨  は  ⽇  本  語  お  よ  び  ⽇  本  通  貨  と  す  る。 

 （４）  提  出  書  類  の  作  成、  提  出  お  よ  び  ヒ  ア  リ  ン  グ  審  査  等  の  参  加  費  ⽤  は、  参  加  者  の  負  担  と  す  る 

 （５）  市  は  参  加  者  か  ら  提  出  さ  れ  た  書  類  に  つ  い  て、  網  ⾛  市  情  報  公  開  条  例  （平  成  11  年  条  例  第  29 

 号）  の  規  定  に  よ  る  請  求  に  基  づ  き  第  三  者  に  開  ⽰  す  る  こ  と  が  あ  る。 
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